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西東京市マスコットキャラクター「いこいーな」等の使用に関する決議 

 

そもそも「いこいーな」は、西東京市誕生10周年を記念し、市民に愛されるキャラ

クターとして、多くの子供たちにより選ばれ決定したものである。 

その後西東京市、著作権者においては、市民とともに「いこいーな」のイメージを

今日
こんにち

まで守り育ててきた。 

使用に関する要綱において、本件商標を使用しようとする者は、あらかじめ申請を

行わなければならないとされており、使用許諾なく不特定多数の衆目にさらされるな

ど断じて許されるものではない。 

ましてや、要綱にも記載されているように、特定の政党を支援し、若しくは公認し

ているような、あるいは政治的な主張に賛同しているかのような誤解を市民等に与え

ることなどあってはならないこと、許されないことである。 

我々は、決して「いこいーな」に涙させることなく、子供たちの夢を壊すことなく、

いつまでも愛されるキャラクターとして、今後もしっかり守り育てていかなければな

らない。 

よって、西東京市議会として、法や要綱の遵守はもちろんのこと、西東京市のキャ

ラクター「いこいーな」「めぐみちゃん」「しーた・のーや」などに対し、何人
なんびと

も

政治活動に利用しないこと、決してイメージを損なわないこと。 

以上、決議する。 

  

平成 年 月 日 

 

西 東 京 市 議 会  

 

 


